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答 申 書

（答申第７号）

平成１７年１１月１０日

１ 審査会の結論

○○市○○○－○、○－○に係る地籍調査に関する地籍調査作業規程準則第６条によ

る調査図、地籍調査票、測量記録その他地籍調査に関する記録を不存在としたことは妥

当である。

２ 異議申立ての経過並びに異議申立人の主張及び実施機関の説明の要旨

（省略）

３ 審査会の判断

(1) 本件諮問事案に係る開示請求の内容について

本件諮問事案に係る開示請求（以下「本件開示請求」という。）の内容は、○○市

○○○－○、○－○に係る地籍調査に関する地籍調査作業規程準則（以下「準則」と

いう。）第６条による調査図、地籍調査票、測量記録その他地籍調査に関する記録

（以下「本件文書」という。）である。

(2) 本件諮問事案における審議について

北海道知事（以下「実施機関」という。）は、本件開示請求に対して、本件文書は

作成しておらず、現に取得していないことを理由として北海道情報公開条例（平成

１０年北海道条例第２８号。以下「条例」という。）第１７条の規定に基づき公文書

不存在通知（以下「本件処分」という。）をした。

異議申立人は、本件処分が違法不当なものとして、その処分の取消しを求めている

ことから、その妥当性について判断することとする。

(3) 本件処分の妥当性（公文書の該当性）について

ア 実施機関は、当該地籍調査の実施主体が○○市であること、本件文書は、準則に

基づき実施主体が保管することから、道として作成しておらず、また○○市からも

取得していないことから現に管理していない旨主張する。

そこで、本件文書について「実施機関が作成し、又は取得した文書」なのかどう

か、また、「実施機関が管理している文書」であるかどうかについて判断すること

とする。

イ 準則は国土調査法（昭和２６年法律第１８０号。以下「法」という。）第３条第

２項において、「国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。」と規定

されているものであり、地籍調査に関する具体的な作業内容や作業手順等が定めら

れたものである。

なお、準則第６条では、「地籍調査を行う者は、調査図、地籍調査票、測量記録

その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。」と規定されている。

ウ 実施機関は、本件文書は、準則第６条に規定されているとおり、実施主体である

○○市が保管すべきものであり、更に準則の逐条解説において、本件文書は法第２

１条第２項でいう国土調査の成果でないとされていることから、実施機関が保管す

べきものではないと説明する。

また、実施機関が保管すべき「成果」とは、実施主体が、地籍調査の結果に基づ

いて作成し、かつ、法第１７条の規定による手続きが終了し、認証の請求のため、

送付された地図及び簿冊であり、それは地籍図及び地籍簿であるとし、都道府県が
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法令等により保管することとされている書類は、○○市が行った地籍調査の成果に

ついて、○○市から実施機関に対して認証の請求がなされ、実施機関はそれを認証

し、その認証の成果である地籍図及び地籍簿であると説明する。

エ 関係規程

法第１７条第１項において、「国土調査を行った者は、その結果に基づい

て地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当

該調査を行った者の事務所（地籍調査にあっては、当該調査が行われた市町

村の事務所）において、その公告日から２０日間当該地図及び簿冊を一般の

閲覧に供しなければならない。」とされ、同条第２項及び第３項で一般の閲

覧に供された地図及び簿冊に対し、誤り等訂正を申し出ることができ、申出

があった場合において、その申出に係る事実があると認めたときは、地籍調

査を行った者は、当該地図及び簿冊を修正する旨規定されている。

また、準則第８９条第１項において「原図及び地籍簿案について、法第１

７条の規定による手続きが終了したときは、それぞれを地籍調査の成果とし

ての地籍図及び地籍簿とする。」と規定されている。

法第１８条において、「前条第１項の規定により閲覧に供された地図及び

簿冊について同項の閲覧期間内に同条第２項の規定による申出があった場合

において、その申出に係る事実がないと認めた場合又は同条第３項の規定に

より修正を行った場合においては、当該地図及び簿冊に係る国土調査を行っ

た者は、それぞれ、国の機関及び第５条第４項の規定による指定を受け又は

第６条の３第２項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行

う都道府県にあっては国土交通大臣に、第８条第１項の勧告に基づいて国土

調査を行う者にあっては、事業所管大臣に、その他にあっては都道府県知事

に、遅滞なく、その地図及び簿冊を送付しなければならない。」と規定され

ている。

法第１９条第１項において、「国土調査を行った者は、前条の規定により

送付した地図及び簿冊（以下「成果」という。）について、それぞれ、国の

機関及び第５条第４項の規定による指定を受け又は第６条の３第２項の規定

により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあっては国

土交通大臣に、第８条第１項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあっては

事業所管大臣に、その他の者にあっては都道府県知事に、政令で定める手続

により、その認証を請求することができる。」と規定されている。

法第２１条第１項において、「国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県

知事は、第１９条第２項の規定により国土調査の成果を認証した場合におい

ては、その成果の写しを、それぞれ当該都道府県知事又は市町村長に、送付

しなければならない。」とされ、同条第２項において、「都道府県知事又は

市町村長は、前項の規定により送付された国土調査の成果の写を保管し、一

般の閲覧に供しなければならない。」と規定されている。

オ 実施機関は、○○市長から北海道知事に提出された本件開示請求の○○市○○

○－○、○－○に係る地籍調査の成果の認証請求書（昭和○年○月○日付け○○第

○号）の写しを当審査会に提示した。
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当該文書には、地籍図、地籍簿のほかに添付書類として成果目録、地籍調査工程

検査成績証明書、地籍調査前後の地目別筆数面積変動表、誤等訂正申立事件処理概

要書、地籍図根点成果簿写、地籍図根点網図写、地籍図一覧図、認証の承認申請区

域図及び成果の明細表が添付されている旨が記載されており、本件文書と認められ

るものの記載がないので、当該文書の記載事項からは、実施機関が○○市から本件

文書を取得した事実は認められなかった。

なお、実施機関によると認証の成果である地籍図及び地籍簿は、「国土調査事業

事務取扱要領」（昭和４７年５月１日付け経企土第28号経済企画庁総合開発局長通

達）により、当該調査を実施した市町村に委託して保管させることが適当であると

されており、本件地籍図及び地籍簿については、実施主体である○○市に保管を委

託しているとのことである。

また、認証請求書の添付書類は、実施機関が地籍調査の成果の内容を審査、確認

するための資料として求めているものであり、成果の精度、正確さを根拠づけるも

のであるが、認証を行った後は、大冊のため認証請求書と分離し、資料として扱っ

ていたため、既に廃棄されているとのことであった。

以上のとおり、法及び準則の規定や審査会に提示された認証請求書の写しの記載

事項からすると、実施機関が本件文書を作成し、又は取得しておらず、したがって

また管理もしていないことが認められる。

よって、本件文書を不存在としたことは妥当であると判断する。

以上のことから、結論のとおり判断した。
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４ 審査会の処理経過の概要

本件諮問事案についての処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 処 理 経 過

平成17年７月４日 ○ 諮問書の受理（諮問番号４）

○ 実施機関から関係書類（①諮問文、②異議申立書の

写し、③異議申立補正書の写 し、④公文書開示請求

書の写し、⑤公文書不存在通知書の写し、⑥異議申立

ての概要、⑦理由説明書）の提出

平成17年７月５日 ○ 新規諮問事案の報告

○ 本件諮問事案の審議を第三部会に付託

平成17年８月25日 ○ 実施機関から本件処分の理由等を聴取

（第三部会） ○ 異議申立人の意見陳述

○ 審議

平成17年９月16日 ○ 審議

（第三部会）

平成17年10月21日 ○ 審議

（第三部会）

平成17年10月31日 ○ 答申案審議

（第５回審査会）

平成17年11月10日 ○ 答申


